
明石市高齢者等住宅改造費助成事業施工者登録要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、明石市高齢者等住宅改造費助成事業（以下「助成事業」とい

う。）の対象となる住宅改造を行うことのできる者の登録（以下「登録」という。）

について定めるものとする。 

 （登録資格者） 

第２条 助成事業の施工者（以下「施工者」という。）として登録できる者は、次の

各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による建設業

の許可を受けている者 

(２) その他市長が助成事業を的確に遂行できると認めた者 

（申請） 

第３条 施工者として登録を申請しようとする者は、市長が別に定める施工者登録

申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類の写しを添えて市長に提出しなければ

ならない。 

(１) 登記簿謄本又は住民票（発行日は３月以内のもの） 

(２) 納税証明書（申請前の直近の年度の納税を証明するもの） 

(３) 建設業許可通知書又は許可証明書（前条第１号に該当する者に限る。） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

 （登録等） 

第４条 市長は、登録の申請があった場合、審査の上、第２条に規定する登録の要

件を満たす者を施工者として登録し、該当施工者に市長が別に定める施行者登録

通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 （登録の有効期間及び更新） 

第５条 登録の有効期間は２年間とする。ただし、最初に行った登録申請事項に変

更のない場合は、更に２年間登録するものとし、以後においても同様とする。 

 （登録の取消し） 

第６条 第４条による登録を受けた施工者が、第２条の登録資格要件を満たさなく

なった場合は登録を取り消すとともに、該当施工者に市長が別に定める施行者登



録取消通知書（様式第３号）により、取り消し理由を付して通知するものとする。 

 （講習会等） 

第７条 施工者として登録を受けた者は、明石市高齢者等住宅改造費助成事業にお

ける住宅改造工事の施工について、明石市の指導に協力するとともに、明石市が

主催する高齢者等住宅改造費助成事業に係る講習会に積極的に参加するものとす

る。 

 （補則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、施工者の登録に関し、必要な事項は別に定

める。 

      附  則（平成６年６月３０日制定） 

  この要領は、平成６年７月 1日から施行する。 

附  則（令和４年４月１日制定） 

  この要領は、令和４年４月 1日から施行する。 


